
 

 

 
 
 
 
     

     
   

   
 

   
   

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

2018 版（令和元年７月） 

ＪＡ種子屋久（ディスクロージャー誌） 

種子屋久農業協同組合 



はじめに 

  

日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。 

  ＪＡ種子屋久は、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、

当ＪＡに対するご理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業

の内容や組織概要、経営の内容などについて、利用者のためにわかりや

すくまとめた「 ディスクロージャー誌 2018 」を作成いたしました。 

  皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是

非ご一読いただきますようお願い申し上げます。 

  今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

    令和元年 7月 種子屋久農業協同組合 

 

 

 

 

 

（注）本冊子は、農業協同組合法第５４条の３に基づいて作成したディスクロージャ

ー誌です。 

 

ＪＡのプロフィール 

 

◇設   立    平成１８年４月    ◇組合員数    ８，３６３人 

◇本店所在地  中種子町野間５２８１       ◇役員数        １５人 

◇出 資 金         ３０億円    ◇職員数       ３７５人 

◇総 資 産       ５６４億円    ◇支店・出張所          ６ 

◇単体自己資本比率   １８．６０％ 
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あいさつ 

 わが国の経済は、国内需要に牽引される形で回復基調が続いているものの、海外の政治・経済情

勢の不確実性や１０月に予定されている消費税率引上げなどにより、先行きは不透明な状況であり

ます。 

また、国際貿易の進展による食料安全保障問題については、ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡの協定

発効、加えて、日米物品貿易協定ＴＡＧの交渉開始など、国際的な経済連携をめぐる情勢は急速に

進展しています。 

将来、農業者が展望をもって再生産が可能となるよう「食と農を守る運動」を農政連と連携し、

農政活動に取り組んでいく考えであります。 

 

農協改革については、令和元年５月の農協改革集中推進期間の終了を見据え、自己改革の総仕上

げの年度として、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を基本目標とした自

己改革の実践を、組合員・地域住民との共有化により進めてきました。 

中でも、平成３０年度は、農業者の所得増大と生産拡大を主眼にした、農家経営支援センターに

よる声を聴く運動の展開により、組合員の負託に応えられる総合事業を展開してきました。今後、

検討されていく「５年後検討条項」の准組合員の事業利用規制導入を断固阻止するため、更なる自

己改革を進めて参りますので、組合員の皆様のご理解をよろしくお願いいたします。 

   

本年度の種子屋久管内の農業については、９月末の台風２４号の塩害等により、農産部門では、

全体的に低単収の年でありました。特に、さとうきびについては、単収・糖度ともに平年を下回

り、厳しい状況が続いている中、取引単価については、交付金は引き上げられたものの原料代が下

がり総じて厳しい結果となりました。畜産部門については、子牛の高値圏内は続いている状況の

中、管内の繁殖雌牛頭数は微増が続いており、畜産経営は比較的安定している状況であります。 

次年度以降も引き続き、農業の再生産に繋がる対策を関係機関と連携し取り組みを進めて参りま

す。 

 

ＪＡの経営健全化対策については、「不採算事業の改善対策」・「組合員加入促進運動の展開と

応益出資による増資対策」・「不良債権処理方針に基づく処理の促進と不稼働資産の有効活用や流

動化対策」など、「収益性の確保」と「自己資本の増強」を通じた自己資本比率向上による組織・

経営基盤の強化により、経営の健全化に努めて参りました。 

 

ＪＡ全体の経営収支については、農産物の減収による農業再生産に対する支援対策の期中での実

施により、当期未処分剰余金については、１億２千８百万円の計上となりました。 

これを受け、出資配当ならびに次年度対策等を考慮した、剰余金処分案の対応をとったところで

あります。種子屋久農協の経営理念であります「組合員・地域住民に親しまれ信頼される地域密着

型のＪＡ」を目指して引き続き努力致しますのでご協力方よろしくお願い申し上げます。 

 

  種 子 屋 久 農 業 協 同 組 合   

代 表 理 事 組 合 長  鮫 島  忠 雄  
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１．経営理念 

 

 ●ＪＡ種子屋久は、温暖な気象条件のもと平坦部の種子島地区、世界自然遺産

の屋久島地区という他に類例を見ない地域の特性を生かし、組合員・地域住

民に親しまれ信頼される地域密着型のＪＡを目指します。 

 

 

２．経営方針 

 

 ●地域の特性を活かした「安心」「安全」な農畜産物の生産振興と販売促進に

より、組合員の所得向上を図ります。 

 

 

 ●地域社会をサポートする事業展開と支所を拠点とする身近な活動を通じ、組

合員・地域住民の豊かな生活に貢献します。 

 

 

 ●組合員・地域住民に信頼される組織基盤の確立と経営の健全性を図ります。 
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３．事業方針 

◇農協の総合事業機能を発揮し魅力ある農業への取組強化 

  農協・連合会・行政が連携し、農業生産基盤の維持強化するとともに、販売

促進を通じ生産者と消費者との絆を深め、消費者ニーズの対応を図り、生産拡

大に取り組みます。 

  併せて、事業分量や取引様態に応じた弾力的な購買資材価格の設定を実施

し、コスト削減に取り組みます。 

 

◇農家経営支援体制の整備 

  地域営農ビジョンの策定・実践・進歩管理への取り組みを強化するととも

に、地域をリードする中心農家への経営管理支援や農家経営支援センターとの

連携した農家経営指導に取り組みます。 

 

◇担い手農家のニーズに対応できる営農指導体制の再構築 

  営農指導の業務を明確にし、営農指導員の確保・育成に取り組み、地域・品

目・業務別に適正な営農指導員の配置を進め、効果的・効率的な営農指導を取

り組みます。 

  併せて、担い手農家との関係強化を図るとともに、生産・販売・購買の一貫

した営農指導に取り組みます。 

 

◇地域の活性化への貢献 

  地域の実態・ニーズに即した、ＪＡ版地域・くらし戦略の実践と、組合員・

地域住民との「結びつき・きずな」の強化により、安心して暮せる地域社会の

実現に貢献するため、地域の活性化に引き続き取り組みます。 

  また、これまでの現状認識と環境変化に対応した自己改革プランの見直しと

その実践により、組合員・地域住民に信頼され必要とされる取り組みを進めて

参ります。 
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４．経営管理体制 

 

◇ 経営執行体制 

   当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構

成される「 総代会 」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理事

により構成される「 理事会 」が業務執行を行っています。また、総代会で

選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っていま

す。 

   また、信用事業については専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合

法第 30 条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を

図っています。 

 



5 

 

５．事業の概況（ 平成 30 年度 ） 

 農業・ＪＡを取り巻く環境は、高齢化・後継者不足等による就農人口の

減少により耕作放棄地の増大など生産基盤の脆弱化が進む中、農村社会の

構造変化や気象災害等による、収量・品質の低下、農産物価格の低迷、生

産資材価格の高止まりなど、生産環境は依然として厳しい状況が続いてい

ます。 

 国際貿易をめぐる情勢については、ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡの協定

発効、加えて日米物品貿易協定ＴＡＧの交渉が開始されるなど、関税削減

等による国内農業生産への影響が懸念されています。今後も、情報の共有

化により安心して次世代に引き継いでいくための農政活動に取り組む必要

があります。 

 本年度の農業生産については、比較的安定した天候に恵まれましたが、

台風２４号の影響により農産部門では、基幹作物のさとうきび・でん粉原

料用甘しょに大きな被害がありました。特にさとうきびについては、昨年

に続き低単収・低糖度となり増産基金事業が発動され、ＪＡ独自対策と併

せた再生産対策を実施しました。 

 畜産部門については、子牛相場の高値基調は依然として続いており、比

較的安定した年でありました。管内の繁殖基盤の状況については、農家戸

数は減少しているものの、担い手の規模拡大等により繁殖雌牛頭数は横ば

いで推移している状況であり、各種補助事業の活用、ＪＡ支援対策を講じ

ながら、生産性向上・商品性向上対策を実施しました。  

 平成３０年度は第４次中期３ヵ年計画の最終年度として、これまでの現

状認識と環境変化に対応すべく自己改革の実践に総力で取り組み、協同組

合組織として地域・組合員・ＪＡの結集による相互扶助や地域との結びつ

きにより、農業とくらしの維持・発展に貢献する活動を展開しました。  

 ＪＡ全体の経営収支については、当期剰余金７５，０５９千円を計上す

ることができました。 

 ＪＡの事業結果は、組合員及び地域の皆様のＪＡへの結集結果でありま

す。事業活動報告にあたり、平成３０年度中のＪＡ利用を心より御礼申し

上げますとともに、以下各事業部門の活動内容と成果についてご報告いた

します。 
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（１）対処すべき重要な課題と対応 

１．安心・安全な農畜産物の提供と地域農業の振興  

食に対する「安心」｢安全」の信頼を確保していくため、生産者・ＪＡは組織を挙

げた取り組みを継続します。 

このため、生産履歴の記帳徹底とチェック体制の強化、ＧＡＰ（農業生産工程管理

）への取り組み、残留農薬自主検査の実施と情報開示など、「食の安心・安全システ

ム推進本部」の機能充実を図る取り組みを実践します。 

また、地域農業を担う認定農業者並びに担い手・新規就農者育成活動の充実に併せ

、大規模・農業法人など、行政・中央会法人サポートセンターとの連携により、農業

生産基盤の強化に努め地域農業の振興と生産拡大を図ります。 

 

２．営農・販売事業強化による農業者の所得増大 

多様な営農形態に応じた総合的な支援体制の構築により、出向く体制による声を

聴く運動を強化します。また、地域営農ビジョンに基づく生産販売カウンセリング

による生産力強化支援と生産コスト削減を図るとともに、新たな需要拡大と高付加

価値により農業所得の増大に取り組みます。 

 

３．協同活動の強化による地域社会への貢献 

組合員・地域住民が元気で安心して暮らせる地域社会の実現に貢献するため、多

様な事業・活動を通じてライフラインを担う地域に根ざした組織としての役割を果

たします。 

このため、行政と連携して組合員・地域住民の健康と命を守る健康管理活動（人

間ドック・巡回健診等）を実践するとともに、高齢者福祉対策、生活支援対策によ

る生活支援事業に取り組みます。 

 

４．ＪＡ経営の健全性と信頼性の向上 

ＪＡ経営の健全化対策として、｢収益性の確保｣と｢自己資本の増強｣を通じ、自

己資本比率の改善に努めます。このために｢選択と集中｣による、不採算事業の改

善対策、事業機能・施設の再編対策などにより、経営資源の再配置による事業管

理費の圧縮に取り組みます。 

また、不良債権回収方針に基づいた処理の促進と不稼動資産の有効活用や流動

化に努めるとともに、自己資本増強運動も積極的に展開します。 

 

５．内部統制・法令順守態勢の強化 

不祥事未然防止対策として、内部監査室との連携によるコンプライアンスプロ

グラムの実践・管理と並行し、オンサイトモニタリングによる事後点検・指導の

強化により、内部牽制機能を充実させＪＡの信頼性の確保対策に取り組みます。 
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（ ２ ）財務・事業成績 

                            （ 単位：千円 ） 

区 分 項   目 3 0 年度（ 当期 ） 

財  務 事 業 利 益 35,027 

経 常 利 益 149,158 

当 期 剰 余 金 75,059 

総  資  産 56,425,756 

純  資  産 5,137,231 

単体自己資本比率 18.60% 

信用事業 貯     金 48,542,631 

預     金 33,481,689 

貸  出  金 12,335,367 

有 価 証 券 - 

 

 

   国    債 - 

   そ の 他 - 

共済事業 長期共済保有 高  208,828,260 

短期共済新契約掛金 591,722 

購買事業 購買品供給・取扱高 5,512,534 

販売事業 販売品販売・取扱高 7,261,294 

 

 

（３）事業の経過 

 

 

年  月  日 処  理  事  項 

平成 30 年 4 月 平成３０年度新採用職員入組式 

 平成３０年度集落営農推進員会 

 第１回企画会議 

 平成２９年度決算監事監査 

 ＪＡ種子屋久女性部総会 

 県ＪＡ共済進発式 

 第１回経営会議 

5 月 第１・２回理事会・監事会 

 熊毛地区茶業共進会 

 第２回企画会議 

 農家経営支援センター開所式 
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年  月  日 処  理  事  項 

5 月 ＪＡ種子屋久役職員事業推進決起大会 

 全国監査機構期末監査Ⅱ 

 第１回経済委員会 

 第２回経営会議 

 第１回あぐりスクール（開校式） 

 平成２９年度全国ＪＡ共済優績組合表彰式 

 第１回広報委員会 

6 月 自動車・農機具合同展示会 

 第１回でん粉原料用甘しょ一元集荷連絡協議会 

 第３回企画会議 

 青色申告会総代会 

 集落座談会・意見交換会 

 第１回米穀共同計算委員会 

 第３回経営会議 

 第１２回通常総代会 

 第３回理事会・監事会 

 花き振興会総会 

 きび・甘藷振興会総代会 

7 月 第１回債権対策委員会 

 第１回総務金融共済委員会 

 和牛振興会総会 

 園芸振興会総会 

 果樹振興会総会 

 ＪＡ共済種子屋久カップＵ－１０サッカー大会 

 第２回経済委員会 

 平成３０年度早期米出発式 

 第１回協同組合大学（開講式） 

 第４回企画会議 

 第４回経営会議 

 第４回理事会・監事会 

 第２回あぐりスクール 

 アンパンマンこどもくらぶ 

8 月 ＳＳドライブウェイコンテスト 

 第２回総務金融共済委員会 

 第５回企画会議 

 ＪＡ種子屋久親睦ゴルフ大会 

 各市町畜産共進会 
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年  月  日 処  理  事  項 

8 月 種子島地区きび甘藷振興会連絡協議会総会 

 第５回経営会議 

 第５回理事会・監事会 

 営農座談会 

 税務調査 

9 月 熊毛地区畜産共進会 

 第２回協同組合大学 

 さとうきび生産者大会 

 自動車・農機具合同展示会 

 種子島地区花き連絡協議会総会 

 第６回企画会議 

 第２回でん粉原料用甘しょ一元集荷連絡協議会 

 第６回経営会議 

 集落営農推進員会 

 ふれあい健康作り大会 

 第２回広報委員会 

10 月 第６回理事会・監事会 

 でん粉工場安全祈願祭 

 平成３０年度でん粉原料用甘しょ集荷開始 

 平成３０年度上半期監事監査 

 ＪＡ種子屋久女性部家の光交流大会 

 第７回企画会議 

 第３回あぐりスクール 

 全国監査機構期中監査Ⅰ 

 第７回経営会議 

11 月 自動車展示会 

 各市町農業祭 

 第７・８回理事会・監事会 

 第８回企画会議 

 育てよう笑顔プロジェクト 

 第８回経営会議 

 熊毛地区肉用牛多頭飼育者研修会 

 第３回協同組合大学 

 第３回広報委員会 

 ＪＡ役職員とＪＡ女性部との語る会 

 ＪＡ役職員と農業法人との語る会 

12 月 第１９回ＪＡまつり２０１８ 
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年  月  日 処  理  事  項 

12 月 平成 30/31 年産期さとうきび原料受入開始 

 平成３０年度ぽんかん鋏入式 

 第９回企画会議 

 第４回あぐりスクール（閉校式） 

 第９回経営会議 

 第９回理事会・監事会 

 第３回経済委員会 

 第３回総務金融共済委員会 

 県常例検査（予備検査） 

 第２回債権対策委員会 

 集落営農推進員会 

1 月 第３回でん粉原料用甘しょ一元集荷連絡協議会 

 第４回協同組合大学 

 ＪＡ種子屋久女性部１０周年記念「べっぴんさん」まつり 

 第１０回企画会議 

 ＪＡ共済種子屋久カップＵ－１０サッカー大会 

 第１０回経営会議 

2 月 平成３０年度たんかん鋏入式 

 第１０回理事会・監事会 

 県常例検査 

 
青果用さつまいも部会 

ＪＧＡＰ取得に伴う認証登録証明書授賞式 

 第１１回企画会議 

 第１１回経営会議 

 全国監査機構期中監査ⅡⅢ 

 第１回臨時理事会 

 農機具展示会 

 第４回経済委員会 

 第４回総務金融共済委員会 

 第４回広報委員会 

 第５回協同組合大学（閉講式） 

 第２回米穀共同計算委員会 

3 月 第１１・１２回理事会・監事会 

 第５・６回経済委員会 

 第１２回企画会議 

 ＪＡ健康づくり懇話会 

 第１２回経営会議 
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年  月  日 処  理  事  項 

3 月 第５回総務金融共済委員会 

 全国監査機構期末監査Ⅰ 

 アンパンマンこどもくらぶ 

 さとうきび新品種名称公表及び実証事業植付式 

 第３回債権対策委員会 

 

 

 

（４）その他組合の事業活動の概況に関する重要な事項 

   該当する事項はありません。 

 

 

 

６．農業振興活動 

◇ 品目別経営安定対策における交付金代理申請手続きについては、各振興

会や行政機関との連携により、さとうきびで１，５９２名、でん粉原

料用甘しょで１，２８３名の代理申請を行いました。 

◇ 基幹作物等の減収による影響を考慮した、軽減・増収対策として｢さとう

きび増産基金事業｣を昨年に引き続き取り組みました。 

◇ 安心・安全な種子屋久の農畜産物を消費者に届けるため、生産履歴台帳

の記帳やポジティブリスト制度へ地域一体となって取り組んでいます。 

◇ ＪＡまつりを１２月に開催し、管内各地より約２千人の来場客が訪れ、大

いに賑わいました。 

◇ 地域営農ビジョンの着実な実践と多様な担い手農家へのニーズへの対応と

所得安定の実現に向けた営農指導体制の再構築、ＪＡグループ一体となっ

た収入拡大・コスト抑制対策などにより、農業生産の拡大と農業者の所得

増大に努めました。 
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７．地域貢献情報 

 

◇ ＪＡ助け合い組織「 助さん部会 」を通じ、地域に在住する高齢者

が日常の生活を安心して過ごせる助け合いのボランティア活動を実

施し、地域への生活支援の活動に取り組んでいます。部会では、庭

の草取り・草払いや清掃・庭の手入れ・入院者の洗濯・部屋の掃除

・買い物代行等を行っています。 

 

◇ ＪＡ女性部では、直売所にて地場産の「 安心・安全 」な農産物の

提供を行っており、組合員・地域住民を対象とした自作野菜を使っ

た料理を振舞う消費者感謝デーの実施や年金受給日にお茶のサロン・

軽トラ市を実施しています。 

 

◇ 食農教育の一貫として、島内の小学生を対象に農業体験として年４

回あぐりスクールを実施しています。 

 

◇ 健康第一をモットーに巡回健診を実施し、地域の皆様方の健康を守

る活動を展開しています。 

 

◇ ＪＡ共済では、交通安全協会・行政機関と連携し、交通安全街

頭キャンペーンへ積極的に参加し、交通安全思想を幅広く訴える

とともに図画工作・美術教育の高揚を図ることを目的とした、管内

の小・中学生を対象としたポスターコンクールを毎年実施していま

す。また、昨年に引続きＪＡ共済アンパンマンこどもクラブ・ＪＡ

共済種子屋久カップ U-10 サッカー大会も開催しました。 

 

◇ ２６年度より協同組合デー(7 月第１土曜日)に『育てよう笑顔』プロ

ジェクトとして、管内各地区で清掃活動を実施しており、今年は１１

月に実施しました。 

 

◇ このほか、地域の諸行事に積極的に参加するほか、スポーツを通じた

地域の活動に多くの選手を派遣するなど、地域の活性化に貢献してい

ます。 
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８．リスク管理の状況 

 

◇リスク管理体制〔 リスク管理基本方針 〕 

組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、よ

り健全性の高い経営を確保し、信頼性を高めていくことが重要です。この

ため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応

し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本

的な体系を整備しています。 

また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産

自己査定の実施などを通じてリスク管理体制の充実・強化に努めてまいり

ます。 

 

① 信用リスク管理 

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（ オフ

・バランスを含む。）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被る

リスクのことです。当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理

事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引について

は、本所に債権対策室を設置し各支所と連携を図りながら、与信審査を行

っています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより

償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設け

て、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向

上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権について

は管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。ま

た、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「 債権の償却・引当基

準 」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。 
 

② 市場リスク管理 

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクタ

ーの変動により、資産・負債( オフ･バランスを含む。)の価値が変動し、

損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被る

リスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金

利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又

は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益

が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、

有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。 

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確に

コントロールすることにより、収益化及び財務の安定化を図っています。

このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭ

を基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に

機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。資産・負債の金

利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財

務構造の構築に努めています。 
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③ 流動性リスク管理 

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により必

要な資金確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余

儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱

等により市場において取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での

取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のこ

とです。 

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、預金残高の管理を行い、安定的

な流動性の確保に努めています。 

  

④ オペレーショナル・リスク管理 

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、シス

テムが不適切であること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことで

す。 

当ＪＡでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市

場リスク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システ

ム、法務などについて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスク

と定義しています。事務リスク、システムリスクなどについて、事務手続を整

備し、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握する体制を整備

して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めて

います。 

 

⑤ 事務リスク管理 

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こ

すことにより金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の多

様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理を行うため事務マニュアル

を整備するとともに、自主検査を実施し、事務リスクの削減に努めていま

す。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図

るとともに、内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施し

ています。 

 

⑥ システムリスク管理 

システムリスクとは、コンピュータシステム停止又は誤作動等、システムの

不備に伴い金融機関が損失を被るリスクのことであり、系統グループである信

連・全共連・県ＪＡ情報センターと連携の上、コンピュータシステムの安定稼

働のため、安全かつ円滑な運用に努めています。 
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◇法令遵守体制 

〔 コンプライアンス基本方針 〕 

利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対
する社会の厳しい批判に鑑みれば、組合員・利用者からの信頼を得るため
には、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うことがますます重要にな
っています。 

このため、コンプライアンス（ 法令等遵守 ）を経営の重要課題のひと 

つとして位置づけ、この徹底こそが不祥事を未然に防止し、ひいては組織
の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンスを重視した経営
に取り組みます。 

〔 コンプライアンス運営態勢 〕 

コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組
合長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しています。 

基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「 コンプライアンス・ 

マニュアル 」を策定し、研修会を行い全役職員に徹底しています。 

毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努め
るとともに、統括部署を設置し、その進捗管理を行っています。 

 

◇ 金融ＡＤＲ制度への対応 
 

苦情処理措置の内容 
当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備の

うえ、その内容をホームページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバン
ク相談所やＪＡ共済連とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の
解決を図ります。 
当ＪＡの苦情等受付窓口（ 電話：0997-22-1212 月～金 9：00～17：00 ） 

 
紛争解決措置の内容 

   当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。 
信用事業 
一般社団法人ＪＡバンク相談所（ 電話：03-6837-1359 ）にお申し出くださ
い。 
 

・共済事業 
(一社) 日本共済協会共済相談所       （ 電話：03-5368-5757 ） 

https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html 
(一財) 自賠責保険･共済紛争処理機構  

http://www.jibai-adr.or.jp/ 
(公財) 日弁連交通事故相談センター    

http://www.n-tacc.or.jp/ 
(公財) 交通事故紛争処理センター  

http://www.jcstad.or.jp 
   日本弁護士連合会 弁護士保険ＡＤＲ 

（https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html） 
各機関の連絡先（住所・電話番号）につきましては、上記ホームページをご
覧いただき、お問い合わせください。 

 

 

 

https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html
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◇ 金融商品の勧誘方針 

 

当組合は、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金、

共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事

項を遵守し、組合員・利用者の皆さまの立場に立った勧誘に

努めるとともに、より一層の信頼をいただけるよう努めてま

いります。  

 

１．組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、  

経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融  

商品の勧誘と情報の提供を行います。  

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品の  

リスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよ  

う努めます。  

３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実で  

ない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤  

解を招くような説明は行いません。  

４．お約束のある場合を除き、組合員・利用者の皆さまにと  

って不都合と思われる時間帯での訪問・電話による勧誘  

は行いません。  

５ ．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研 

修の充実に努めます。 

 

◇ 内部監査体制 

当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般に

わたる管理及び各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性

の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の

維持・改善に努めています。 

また、内部監査は、ＪＡの本所・支所のすべてを対象とし、年度の内部監

査計画に基づき実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告

したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門の改善取り組み状況を

フォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告

することとしていますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、

代表理事組合長、監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。 
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種子屋久農業協同組合個人情報保護方針 

 

 

種子屋久農業協同組合 

代表理事組合長 鮫島 忠雄 

 

 

種子屋久農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、組合員・利用者等の皆様

の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であるこ

とを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。 

 

 

１．関連法令等の遵守 

当組合は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律

（以下「法」といいます。）その他、個人情報保護に関する関係諸法令および農林

水産大臣をはじめ主務大臣のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守しま

す。 

個人情報とは、保護法第２条第１項に規定する、生存する個人に関する情報

で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。 

   また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号法」といいま

す。）その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドラ

イン等に定められた義務を誠実に遵守します。 

特定個人情報とは、番号法２条第８項に規定する、個人番号をその内容に含

む個人情報をいい、以下も同様とします。 

 

 

２．利用目的 

当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、

あらかじめご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場

合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。 

ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無

に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。 

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様としま

す。 
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利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表

するか、取得後速やかにご本人に通知し、または公表します。ただし、ご本人か

ら直接書面で取得する場合には、あらかじめ明示します。 

 

 

３．適正取得 

当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。 

 

 

４．安全管理措置 

当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・

最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業

者および委託先を適正に監督します。 

個人データとは、保護法第２条第４項が規定する、個人情報データベース等

（保護法第２条第２項）を構成する個人情報をいい、以下同様とします。 

 

 

５．第三者提供の制限 

当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の

同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。 

また、当組合は、番号法 19 条各号により例外として扱われるべき場合を除き、

ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。 

 

 

６．機微（センシティブ）情報の取り扱い 

当組合は、ご本人の機微（センシティブ）情報（政治的見解、信教、労働組合

への加盟、人種・民族、門地・本籍地、保健医療等に関する情報）については、

法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただ

いた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。 

 

 

７．開示・訂正等 

当組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等

に応じます。 

保有個人データとは、保護法第２条第５項に規定するデータをいいます。 
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８．苦情窓口 

当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に

取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。 

 

 

９．継続的改善 

当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護

方針の継続的な改善に努めます。 

 

 

１０．規程の改廃 

  この規程の改廃は、理事会の議決をもって行う。 

 

 

 附 則 

  この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

附 則 

 この規程は、平成 24 年 11 月 1 日から施行する。（第 8 回理事会） 

 

 

附 則 

 この規程は、平成 27 年 11 月 2 日から施行する。（第 8 回理事会） 
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９．自己資本の状況 

 

◇ 自己資本比率の状況 

当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者の

ニーズに応えるため、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んで

います。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及び業務の効率化等に

取り組んだ結果、平成 31 年 3 月末における自己資本比率は、18.60％とな

りました。 

 

 ◇ 経営の健全性の確保と自己資本の充実 

当ＪＡは、「 自己資本比率算出要領 」を制定し、適正なプロセスによ

り正確な自己資本比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレー

ショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の

維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めて

います。 
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10．主な事業の内容 

（１）主な事業の内容 

 

 

〔 信用事業 〕 

信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を行っていま

す。この信用事業は、ＪＡ・信連・農林中金という３段階の組織が有機的に結びつき、「 Ｊ

Ａバンク 」として大きな力を発揮しています。 

  

主な業務内容一覧 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

貯
金
業
務 

当座性貯金 

定期性貯金 

譲渡性貯金 

当座貯金 

普通貯金 

貯蓄貯金 

通知貯金 

納税準備貯金 

定期貯金 

積立定期貯金 

定期積金 

手形貸付 

証書貸付 

当座貸越 

融
資
業
務 

貸 付 

送金 

振込 

代金取立 

雑為替 

為
替
業
務 

内国為替 

公金の出納事務 

代理業務 

両 替 

付
随
業
務 

地方公共団体の公金取扱事務 

公庫等の代理貸付業務 

代理収納事務（口座振替等） 
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当 座 貸 越 

◇ 貯金業務 

組合員の方はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお預かりしています。 

普通貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせてご利

用いただいております。 

（ 平成３1 年３月３１日現在 ） 

 
（注）上記貯金には、当ＪＡで取り扱っていない商品も含まれております。詳しくは窓口にお問い合わ 

せ下さい。 

 

◇ 貸出業務 

   農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員の皆

さまの生活を豊かにするための生活改善資金等を融資しています。 

   また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金や、地方公共

団体、農業関連産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資金を貸し出し、農業の振興

はもとより、地域社会の発展のために貢献しています。 

   さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理貸付、個人向

けローンも取り扱っています。 

・貯金担保貸付金 

                              ・共済担保貸付金 

                              ・一般資金貸付金(農業) 

                                                            ・地方公共団体等 

                                                            ・つなぎ資金 
  

                             ・各種農業制度資金 

                              ・一般資金貸付金(農業) 

                                                            ・一般資金貸付金(生活) 

                                                            ・一般資金貸付金(事業) 

                                                            ・住宅ローン 

                                                            ・リフォームローン 

                                                            ・賃貸住宅ローン    

                            ・ソーラーローン 

                                                            ・教育ローン  

                                                            ・マイカーローン 

                                                            ・フリーローン     

                            ・シルバー資金 
  

                                                            ・営農口座貸越 

                              ・営農ローン 

                                ・各種カードローン 

 

貸 
 

出 
 

種 
 

別 

手 形 貸 付 金 

証 書 貸 付 金 
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〔 融資商品 〕 

種    類 しくみと特色 ご融資金額 

フリーローン お使い途、自由です。 

(ご利用資格年齢)18 歳以上で完済時 71 歳未満の方 
３００万円以内 

マイカーローン 自動車購入等に係る一切の資金です。 

(ご利用資格年齢)18 歳以上で完済時 80 歳未満の方 
１，０００万円以内 

新マイカーローン 自動車購入等に係る一切の資金です。 

(ご利用資格年齢)18 歳以上で 76 歳未満の方 
１，０００万円以内 

教育ローン ご子弟の入学金および下宿代等に関する資金です。 

(ご利用資格年齢)20 歳以上で完済時 71 未満の方 
１，０００万円以内 

農機ハウスローン 農機具・パイプハウス・倉庫建設等に係る一切の資金です。 

(ご利用資格年齢）18 歳以上で完済時 80 歳未満の方 
１，０００万円以内 

住宅ローン 自己住宅の新築・購入・増改築・土地購入資金です。 

(ご利用資格年齢）20 以上 66 歳未満で完済時 80 歳未満の方 

５,０００万円以内 

（注） 

リフォームローン ご自宅のリフォーム全般に関する資金です。 

(ご利用資格年齢)20 歳以上 66 歳未満で完済時 80 歳未満の方 

１，０００万円以内 

（注） 

１００％応援型 

農協住宅ローン 

自己住宅の新築・購入・増改築・土地購入資金です。 

(ご利用資格年齢)20 歳以上 66 歳未満で完済時 80 歳未満の方 

５,０００万円以内 

（注） 

ＪＡ住宅ローン 

（借換応援型） 

他金融機関から借入中の住宅ローンの借換資金と借換に伴う 

諸費用を対象とした資金です。 

(ご利用資格年齢)20 歳以上 66 歳未満で完済時 80 歳未満の方 

５,０００万円以内 

（注） 

ＪＡシルバー資金 お使い途、自由です。 

(ご利用資格年齢)60 歳以上で完済時 80 歳未満の方 
２００万円以内 

 

（注）１．所要資金の範囲内 

   ２．借入最高額は異なることがあります。 

（ 農業関連資金 ） 

種   類 制 度 の 趣 旨 

農業近代化資金 農業者等が資本整備の高度化および経営の近代化を図るために必要な資金を国および

県の助成（ 利子補給 ）により低利で融資します。 

アグリメイク資金 組合員・農業法人等が行う地域農業および農村地域の発展に資する資金で低利で融資

します。（ＪＡバンク利子補給制度あり） 

農林公庫資金 （ 各資金の種類 ） 

・農業経営基盤強化資金（ スーパーＬ ）・セーフティーネット資金など 

※ 商品の内容や、当ＪＡで取扱っている商品等の詳細は、本所・各支所へお問い合わせください。 
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◇ 為替業務 

   全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗を始め、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網

で結び、当ＪＡの窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切手等の

取立が安全・確実・迅速にできます。 

◇ その他の業務及びサービス 

   当ＪＡでは、コンピュータ・オンラインシステムを利用して、各種自動受取、各種自動支

払や事業主のみなさまのための給与振込サービス、自動集金サービスなど取り扱っていま

す。 

   全国のＪＡでの貯金の出し入れや銀行、信用金庫、コンビニエンス・ストアーなどでも現

金引き出しのできるキャッシュサービスなど、色々なサービスに努めています。 

「 各種サービスのご案内 」 

種   類 サ ー ビ ス の 内 容 

キャッシュカード 
全国のＪＡのほか、全国キャッシュサービス（ ＭＩＣＳ ）の開始により、銀

行・信用金庫・信用組合などのＣＤ・ＡＴＭでご利用いただけます。 

ＪＡカード 

サインひとつで、国内・海外の百貨店、有名店、専門店などでお買い物が出来

ます。また、現金が必要なときは全国のＪＡの自動支払機でキャッシングがご

利用できます。 

自動支払サービス 

公共料金（ 電気・電話・ガス・水道・ＮＨＫ受信料 ）のほか地方税、クレジッ

トの利用代金、学費、ローンの返済の代金決済をご指定の貯金口座から、自動

的にお支払いいたします。 

デビットカード 

加盟店で、端末にＪＡのキャッシュカードを差込、暗証番号を入力するだけで、

お買い物やご飲食のお支払い代金が即時にお客様の口座から引き落とされま

す。 

年金・給与等 

振込サービス 
各種年金、給与等がご指定の貯金口座に自動的に繰り込まれます。 

 

「 手数料のご案内 」   

（ 各種貯金手数料 ）                    （ 消費税込 単位：円 ） 

項      目 手 数 料 徴 求 単 位 

残 高 証 明 書 発 行 手 数 料 216 １通につき 

通 帳 再 発 行 手 数 料 540 １冊につき 

証 書 発 行 手 数 料 540 １通につき 

キャッシュカード再発行手数料 540 １枚につき 

ロ ー ン カ ー ド 再 発 行 手 数 料 540 １枚につき 
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◇ 手数料一覧                      平成 31 年 3 月 31 日現在 

  ( 為替手数料 )   
                  （ 消費税を含む 単位：円 ） 

項              目 取引単位 手数料 

店 

内 

窓口 
３万円未満 １件につき 108 

３万円以上 １件につき 108 

振込機 
３万円未満 １件につき 54 

３万円以上 １件につき 54 

系 
 

統 
 

 

宛 

送      金 １件につき 432 

振 込 

文書扱い 
３万円未満 １件につき 216 

３万円以上 １件につき 432 

電信扱 
３万円未満 １件につき 216 

３万円以上 １件につき 432 

振込機 
３万円未満 １件につき 108 

３万円以上 １件につき 324 

送 金 ・ 振 込 の 組 戻 料 １件につき 648 

代金取立 

県内宛 
普通扱 １件につき 432 

至急扱 １件につき 432 

県外宛 
普通扱 １件につき 648 

至急扱 １件につき 648 

取 立 手 形 組 戻 料 １件につき 648 

取 立 手 形 店 頭 呈 示 料 １通につき 648 

不 渡 手 形 返 却 料 １通につき 648 

他 
 
 

行 
 

 

宛 

送    金 １件につき 648 

振 込 

文書扱 
３万円未満 １件につき 432 

３万円以上 １件につき 648 

電信扱 
３万円未満 １件につき 540 

３万円以上 １件につき 756 

振込機 
３万円未満 １件につき 432 

３万円以上 １件につき 648 

送金・振込の組戻料 １件につき 648 

代金取立 

県内宛 
普通扱 １件につき 648 

至急扱 １件につき 864 

県外宛 
普通扱 １件につき 648 

至急扱 １件につき 864 

取 立 手 形 組 戻 料 １件につき 648 

取 立 手 形 店 頭 呈 示 料 １通につき 648 

不 渡 手 形 返 却 料 １通につき 648 
 

（ 自動化機器手数料 ）                                     （ 消費税を含む 単位：円 ） 

ＡＴＭ設置金融機関 取引内容 
平日 土曜日 左記以外の 

時間帯 8:45～18:00 9:00～14:00 

全国ＪＡバンク 預入・引出 無料 無料 無料 

鹿児島銀行 引出 無料 108 円 108 円 

ゆうちょ銀行 預入・引出 無料 108 円 108 円 

セブン銀行 
イーネットＡＴＭ 
ローソンＡＴＭ 

預入・引出 無料 無料 108 円 

ＪＦマリンバンク 引出 無料 無料 無料 

三菱東京ＵＦＪ銀行 引出 無料 108 円 108 円 
その他ＭＩＣＳ 引出 108 円 216 円 216 円 
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〔共済事業〕  

･ＪＡ共済は、農業協同組合が理念とする「相互扶助」を事業活動の原点とし、

常に組合員・利用者の信頼と期待に応え、「安心」と「満足」を提供します。 

･ＪＡ 共済は、最良の保障・価格・サービスによる「ひと・いえ・くるまの総合

保障」の提供を通じて、組合員･利用者の豊かな生活づくりに努めます。ＪＡ共済

は事業活動の積極的な取組みを通じて、豊かで安心して暮らすことのできる地域

社会づくりに貢献します。 

 

 

 

 

●働き盛りの責任世代には、一生涯の万一保障である｢終身共済｣を基本にして、ライフサイクルに応

じた万一 保障や多彩な特約で保障内容を自由に設計できるさまざまな保障プランがあります。 

●医療保障である「医療共済」は、入院や手術はもちろん、先進医療などもしものときの医療リス

クに備えることができ、充実した幅広い保障で皆様に安心を提供します。万一保障を特約で充実させ

るプランもあります。 

●「医療共済」のほかにも医療保障の分野には、がん保障に特化した｢がん共済｣、通院中・病歴のある方も

簡単な告知で加入しやすい｢引受緩和型医療共済｣もあり、健康に不安のある方もご加入できます。 

●病気やケガなどで所定の状態になられたときは、共済掛金払込免除制度により、その後の共済掛金をいた

だくことなくご契約を継続いただけます。 

 

 

 

●火災はもちろん、地震、台風、大雪、豪雨による洪水など、さまざまな自然災害による損害を幅広く

保障します 

●掛け捨てではないため、満期時には満期共済金がお受け取りになれます。また、定期的に修理費共済

金がお受け取りになれるプランもあります。 

●建物や家財を時価額(中古品としての価値)ではなく、再取得価額(新たに取得するために必要な価値)で

評価・保障します。再取得価格いっぱいに設定することで復旧のための十分な保障が受けられます。(

時価額の再取得価額に対する割合が 50％以上の場合) 

 

 

 

●自動車共済｢クルマスター｣は、「ご自身・搭乗中の方の保障」、｢相手への保障｣、｢ご自身のお車の

保障｣の３つの保障で、自動車事故のリスクを幅広くカバーできます。また、割引制度も充実してお

り、ゴールド免許割引や新車割引などがあります。 

●ＪＡの自賠責共済とセットでご加入になると、対人賠償の共済掛金が７％割り引かれます。(自賠責共済

セット割引) 

●無事故割引もあります。無事故割引等級は 20 等級まであり、無事故継続なら最高 6３％まで割り引か

れます。現在、保険会社などにご加入の方が、JA の自動車共済に乗り換える場合にも、無事故等級は引

き継がれます。 

●24 時間・365 日、フリーダイヤルで事故の受付やアドバイスなどを行っています。

｢ひと・いえ・くるまの総合保障｣で大きくサポート 

ＪＡの生命共済は、万一の保障はもちろん、医療保障の充実にも力を入れています。 

ひと 

ＪＡの建物更生共済は、火災はもちろん、自然災害や地震にも備えられる建物や家財の保障です。 

ＪＡの自動車共済は、確かな保障や独自の割引制度、充実したサービスを提供しています。 

いえ 

くるま 
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 ＪＡでは、皆様の生涯にわたる幸せづくりを、きめ細かい保障プランで力強くサポートします。 

 ひとに関する保障  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いえに関する保障   

 

 
 

 

 くるまに関する保障  

 

 

 

 

 

 

 

 

共済種類のラインナップ 

万一のとき、大事な出費にも手厚い「一時金」や、残された家族の暮らしを支える「生活保障年金」

をお受取いただけます。医療共済をセットすれば入院・手術はもちろん先進医療まで幅広い保障を

確保できます。多彩な特約で保障内容を自由に設計できるプランを用意しています。 
終 身 共 済 

まとまった資金を活用して一生涯の万一（死亡）保障と将来の安心を確保することができます。 終 身 共 済 

通院中の方や病歴がある方も簡単な告知でお申込みいただけ、一生涯にわたって保障を確保できま

す。 

引 受 緩 和 型 

終 身 共 済 

万一のときの保障と、将来の資金づくりを両立させたプランです。医療共済をセットすれば入院・手

術はもちろん先進医療まで幅広い保障を確保できます。 
養 老 生 命 共 済 

満期共済金などの一時資金を活用して将来の資金づくりをしながら、万一の保障を確保できるプラ

ンです。 

一 時 払 

養 老 生 命 共 済 

お子さまの教育資金の準備に最適なプランです。高い貯蓄性に加え、共済契約者（親）が万一のとき

は、満期まで毎年養育年金をお受取りになれるプランもあります。医療共済をセットすれば入院・手

術はもちろん先進医療まで幅広い保障を確保できます。 

こ ど も 共 済 

病気やケガによる入院、手術を幅広く保障します。がんの治療や先進医療を受けたときにも備えられ

るので安心です。ご希望にあわせて保障期間や共済掛金払込期間等を選ぶことができます。 
医 療 共 済 

通院中の方や病歴がある方も簡単な告知でお申込みいただけ、入院・手術・放射線治療や選択によっ

ては先進医療を一生涯保障します。 

引 受 緩 和 型 

医 療 共 済 

がんと闘うための安心を一生涯にわたって手厚く保障し、あなたの「生きる」を応援します。すべて

のがんのほか、脳腫瘍も対象としています。 
が ん 共 済 

万一の保障を手ごろな共済掛金で準備できるプランです。法人化させた担い手や経営者の方に万一

（死亡）の保障はもちろん、退職金等の資金形成にお応えいたします。 
定 期 生 命 共 済 

公的介護保険制度に連動した幅広い要介護状態に備える充実保障です。介護の不安に一生涯備えら

れます。 
介 護 共 済 

まとまった資金を活用して一生涯にわたって備えられる保障です。万一（死亡）の場合には死亡給付

金としてお受取りいただけます。 
一時払介護共済 

ご契約後 6 年目以降、その時の経済状況等に合わせ予定利率を毎年見直しますので年金額のアップ

が期待できます。さらに最低保障予定利率も新設されていますので、安心です。 

予定利率変動型 

年 金 共 済 

日常のさまざまなアクシデントによる死亡や負傷を保障する共済です。 

日常生活中の傷害事故保障です。 

傷 害 共 済 

賠 償 責 任 共 済 

※ 上記の表で「万一のとき」とは、死亡第１級後遺障害の状態または所定の重度要介護状態に該当したときをいいます。

ただし、一時払養老生命共済は、死亡したときをいいます。 

建 物 更 生 共 済 
火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。また、満期共済金は、建

物の新・改築や家財の買替資金としてご活用いただけます。 

火 災 共 済 建物・動産の火災などによる損害を保障します。 

自動車共済 

クルマスター 

お車の保障のほかご自身やご家族、ご契約のお車に搭乗中の方の損害を幅広く保障する傷害

保障と、対人・対物損害の保障が自動セットされています。また、大切なお車の事故による

破損や、盗難や災害などによる損害を幅広く保障し、掛金割引制度も充実しています。 

自 賠 責 共 済 
法律ですべての自動車（注記 1）に加入が義務づけられています。ハンドルを握る人には欠

かせないクルマの共済です。 

注記 1：農耕作業用小型特殊自動車を除きます。 

生 活 障 害 共 済 病気やケガにより身体に障害が残ったとき、収入の減少や支出の増加に備えられる幅広い保障です。 
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〔 農業関連事業 〕 

 

 ◇ 販売事業 

生産者から消費者へ新鮮で安心・安全な農畜産物をお届けする事業を行っています。 

さらに、地元農産物の詰まった「 季節の贈り物 」（ 宅配便 ）を全国の消費者の方

にご利用いただいています。 

 

 

 ◇ 購買事業 

農産物の種、苗、肥料、農薬、農具、園芸資材等を販売しています。米や野菜等を出

荷している農家向けの品物だけではなく、家庭菜園向けの品物も取り揃えています。 

 

   

〔 営農・生活相談事業 〕 

 ◇ 営農指導相談 

 ◇ くらしの相談 

 ◇ 健康づくり 

 ◇ 高齢者福祉活動（ ホームヘルパー ） 

 

 

〔 生活関連事業 〕 

 ◇ 介護保険事業 

 ◇ 店舗事業（ Ａコープ ）   

 ◇ 自動車事業 

 ◇ 石油（ ＪＡ－ＳＳ ）事業 

◇ 葬祭事業   など。 
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（２）系統セーフティネット（ 貯金者保護の取り組み ） 

当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「 破綻未然防止システム 」と公

的制度である「 貯金保険制度（ 農水産業協同組合貯金保険制度 ） 」との２重の

セーフティネットで守られています。 

 

 ◇「 ＪＡバンクシステム 」の仕組み 

   ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（ ＪＡバンク会員 ）で構成

するグループの名称です。組合員・利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関と

してご利用いただけるよう、ＪＡバンク会員の総力を結集し、実質的にひとつの

金融機関として活動する「 ＪＡバンクシステム 」を運営しています。 

  「 ＪＡバンクシステム 」は「 破綻未然防止システム 」と「 一体的事業運営 」 

を２つの柱としています。 

 

  

◇ 「 破綻未然防止システム 」の機能 

「 破綻未然防止システム 」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するた

めの仕組みです。ＪＡバンク法（ 農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信

用事業の再編及び強化に関する法律 ）に基づき、「 ＪＡバンク基本方針 」を定

め、ＪＡの経営上の問題点の早期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに

厳しいＪＡバンク独自の自主ルール基準（ 達成すべき自己資本比率の水準、体制

整備など ）を設定しています。 

また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切

な経営改善指導を行います。 

 

 ◇ 「 一体的な事業運営 」の実施 

   良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提

案力の強化、共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等

の一体的な事業運営の取り組みをしています。 

 

 ◇ 貯金保険制度 

  貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった

場合などに、貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩

序の維持に資することを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入

する「 預金保険制度 」と同様な制度です。  
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